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基本方針策定の目的
＜現状＞

 公共施設サービスの状況

保有量が他都市に比較して多い

老朽化が進行している

施設コンセプトの陳腐化

 財政的状況

財政力が脆弱、

地方交付税の合併特例措置終了

施設維持・更新費用負担が過重

＜将来像＞

 施設サービスの適正化

施設の保有量

提供サービスの質

提供サービスの量

 健全財政の持続

基礎的財政収支の均衡（予算）

適切な行政サービスの確保

霧島市公共施設マネジメント計画の策定
（保有量の削減、長寿命化、維持・更新費用の削減、サービスの見直し）

今後策定する「霧島市公共施設マネジメント計画」の基本方針を

明確にする
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方向性の整理
４つの基本的な考え方（平成24年11月15日）

① 霧島市公共施設マネジメント計画は、個別に策定している長寿命化計画の上位計

画に位置付けます。

② 施設の廃止や統廃合などによる総量抑制を方向性とする基本的な方針を定め、そ

れを基に霧島市公共施設マネジメント計画を策定します。

③ 策定した計画は、対象施設の一元的なマネジメントを行うため、管理システムを導入

して、毎年ローリングします。（予算編成に関して）

④ 対象施設は、道路橋梁及び上下水道などのインフラを除いた、延床面積100㎡以上

の公共施設とします。ただし延床面積100㎡未満の消防施設等及び延床面積50㎡以

上の公営住宅等は調査対象に含めます。また、個別の長寿命化計画を策定している

施設も対象とします。

公共施設マネジメント計画（基本方針）策定の進め方（平成26年3月27日）

 計画期間は平成27年度から40年間程度

 保全する建物は長寿命化

 保有量の適正化（総量縮減）

 中堅・若手職員ワークショップなどで地域の実情を考慮する

 10年を計画期間とする実施計画を5年ごとにローリングする

 特に昭和50年代の建物のライフサイクルに留意する。
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 公共施設全体の１人当たり床面積は約6.5㎡/人であり、合併市平均の4.1㎡／人を大幅に
上回っている。

自治体人口規模（人）

1
人
当
た
り
総
床
面
積
（㎡
）

霧島市

非合併市平均
2.5（㎡/人）

合併市平均
（4.1㎡/人）

※人口10万人以上15万人未満の自治体を対象に集計

人口一人当たり床面積の比較

出典）東洋大学資料
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老朽化
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平成16年までに整備した施設

73.8万㎡（93％）

築30年経過した施設

34.6万㎡（約43％）
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普通交付税の段階的削減

平成27年度
まで

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度
平成33年度
以降

段
階
的
な
削
減

合
併
特
例
措
置
で
の
算
定
額

（
１
市
６
町
合
算

）

霧
島
市
と
し
て
の
算
定
額

(

一
本
算
定

）

特
例
措
置
分

平成26年度当初予算額134億円

△１０% △３０% △５０% △７０% △９０% 特例終了

配分見込み額

約100億円

△３４
億円

減額要因
別枠加算等の加算措置の廃止
増額要因
総合支所経費の参入
その他要因
交付税特会の借入縮減（国の財政再建）
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公共施設の維持管理・更新に係るコスト推計結果

82.2万㎡
維持補修費等の
5年平均約46億円

維持補修費等
の平均所要額
約80億円
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基本方針の位置づけ

 「霧島市公共施設マネジメント計画」の方向性を示すもの

 今後公共施設で提供するサービスの維持・改修、更新に係る
計画は所管課ごとに策定している各種計画の有無にかかわら
ず、すべてこの計画に準ずる。

対象施設

 インフラ（道路、橋梁、上下水道等）を除く

 原則100㎡以上の建物

（100㎡未満の消防施設、50㎡以上の住宅は対象とする。）
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公共施設を取り巻く環境

（１）人口動態

 人口は今後減少傾向（平成42年に11万人台に）

 少子高齢化の進行（高齢化率33%/平成47年度）

 地域によって状況が大きく異なる
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※昭和60年人口を100とした指数。
※平成22年までは国勢調査をもとに算出。平成27
年度以降は推計値をもとに算出。

※平成22年までは国勢調査。平成27年度以降は国
立社会保障・人口問題研究所による推計値。 9



公共施設を取り巻く環境

（２）財政

 行財政改革の積極的推進（行革大綱、経営健全化計画、定員適正化計画）

 扶助費をはじめとする義務的経費が増加傾向

 地方交付税の合併特例措置終了
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公共施設を取り巻く環境

（３）公共施設

 施設保有量が多い

 公営住宅、スポーツ・レクリエーション施設の占める割合が高い

 昭和40年代後半から50年代にかけて多くの施設を整備

 施設の老朽化が進行（全体の43%は築30年以上経過）

 更新・改修のコスト負担が過重
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施設数
(施設）

棟数 
（棟）

延床面積
（万㎡）

構成比
（％）

公営住宅 172 772 28.2 34.3%

学校教育系施設 161 652 24.2 29.5%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
系施設

66 262 8.6 10.5%

行政系施設 114 174 5.5 6.7%

市民文化系施設 109 128 4.3 5.2%

その他の施設 256 424 11.4 13.8%

合計 878 2412 82.2 100.0%
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学校教育系施設

市民文化系施設

行政系施設

築30年経過施設：34.6万㎡（約43％）

Ｓ52～57年：約20万㎡

（総量の約1/4）
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市
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生
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）

旧市町による整備：73.8万㎡（約93％）

82.2万㎡

現在の改修・更新費の水準（46億円/年）

将来の改修・更新費の水準（80億円/年）

年間３４億円
不足

【今後４０年間に発生する改修・更新費用】
3,187億円

82.2万㎡

（億円）

整備年次。用途・床面積
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公共施設を取り巻く環境

民間活力を積極活用すべき（５６．１） 民活は最小限にとどめる（２４．２）
市が全て行う
（１０．９）

その他
（５．０）

無回答
（７．３）

①施設見直しの必要性

②指定管理や委託などの制度導入

③民間施設利用や公共施設の民間譲渡

（４）市民の意識（意識調査結果）

 施設の見直しに賛成が７２．１%

 指定管理などの積極的導入に賛成が５４．１％

 積極的な民活（民間施設利用・民間への譲渡）に賛成が５６．１％

（単位：％）

使用料を
見直し、施
設は維持
（７．５）

使用料を据え置き、施設の統廃合
（２４．９）

使用料を見直し、施設の統廃合（４７．２） 無回答（１５．０）

公共事業や福祉を削り、施設は維持（2.2） その他（３．２）

積極的に進めたほうが良い（５４．１） 導入施設を限定し最小限にとどめる（２９．０）
全て市が行
う（８．５）

無回答
（６．３）

その他（２．０）
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公共施設に関する課題

施設保有
○本市が保有する公共施設の量は、類似団体と比べ極めて多く、今
後必要となる更新や改修への対応が課題

人口

○社会経済状況が変化する中で市民の豊かさに対する価値観、ライ
フスタイルは多様化しており、公共施設に対するニーズの変化へ
の対応が課題

○人口が増加する地区と既に人口減少・少子高齢化が進行している
地区があり、公共施設の需給に関わるミスマッチが生じている。地
区の実態に即した対応が課題

財政
○扶助費が倍増しており義務的経費が増加傾向である。今後、状況
が一層厳しくなる見通しとされている中で、公共施設の維持補修、
更新に係るコストにどのように対応していくかが課題

体制

○現状を的確に把握するために必要となる公共施設データが一元化
されていないことが課題

○市内の施設を横断的に管理する取組みを推進するための体制を強
化していくことが課題
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公共施設マネジメントに関する方針

旧横川町
旧牧園町

旧溝辺町

旧国分市旧隼人町

旧霧島町

旧福山町

霧島 市

【これまで】各市町が整備した施設を合併後も維持 【今後】 当市の将来像を見据え見直しを図る

次世代に継承できる
まち

（１）基本的な考え方

 施設の老朽化に伴う安全面、財政面等の将来リスクを避けるた
めに、人口減少社会の到来を踏まえて、将来の本市の姿を見
据え、中長期的観点から、施設の在り方を見直す。
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公共施設マネジメントに関する方針

地区の特性に応じた
公共施設マネジメント

の推進

○地区の将来像を見据えた公共施設の役割の明確化および計画の
策定・推進

○多様な主体の参画機会の創出

ニーズの変化に対応
した適切な公共施設
サービスの提供

○ニーズの把握
○効果的な手法の検討・実施
○見直しに伴う市民への影響の把握・対応

公共施設の維持管
理や更新に関するコ

ストの縮減

○施設保有量の見直し・適正化
○施設の維持補修に係る方針の見直し（長寿命化の推進）
○施設運営の見直し
○ＬＣＣの縮減や平準化を着実に進める方策の検討

市民協働・民間活力
を活用する

○市民団体、地域住民との協働
○使用料の見直し・受益者負担の見直し
○民間活力の活用
○民間施設の活用
○公有地への民間サービスの誘致
○歳入増のための取組み
○発注方法や長期包括契約など契約上の工夫の整理

庁内をあげて総合的
な取組みとして推進

する

○本方針および公共施設マネジメント計画の検討に係る体制の構築
○着実なマネジメント推進のための体制の強化

（２）今後の取り組み方針
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維持・管理・更新コスト削減目標値の検討

▲42.5
億円/年

▲14.3
億円/年

ケース④
施設の40%を維持

および長寿命化を実施
ケース③

長寿命化のみ
実施

○施設削減による副次的効果※１

○総合的マネジメント推進による
効果※２ 等

歳
入
超
過

歳
出
超
過

収支改善の見込み※3

継続的サービス提供
が可能

財政上、継続的な
サービス提供は困難

※１ 施設運営に係る人件費、光熱水費、
委託費等の削減効果

※２ 使用料見直し、民間活力導入による
運営コスト等の削減 等

※3 施設削減による副次的効果や総合的
マネジメント推進による効果等によ
り収支改善が見込まれる

ケース①

全ての施設を保有。６０年更新

⇒６２．４億円の財源不足（年平均）

 ケース②

全体の３０％の施設を維持

⇒１５．６億円の財源不足（年平均）

 ケース③

長寿命化（６０年→８０年）を実施

⇒４２．５億円の財源不足（年平均）

 ケース④

全体の４０％の施設を維持し、長

寿命化（６０年→８０年）を実施

⇒１４．３億円の財源不足（年平均）

ケース④に人件費、委託料、光熱水
費の削減、歳入増の取り組みを

同時実施する

財政収支

▲62.4
億円/年

▲15.6
億円/年

ケース②

施設の30％を維持ケース①

“なりゆき”

○施設削減による副次的効果※１

○総合的マネジメント推進による
効果※２ 等

※１ 施設運営に係る人件費、光熱水費、
委託費等の削減効果

※２ 使用料見直し、民間活力導入による
運営コスト等の削減 等

※3 施設削減による副次的効果や総合的
マネジメント推進による効果等によ
り収支改善が見込まれる

歳
入
超
過

歳
出
超
過

施設の30％を維持す

る場合であれば、収支
改善の見通し※3

財政上、継続的な
サービス提供は困難

ただし、市民の生活への
影響等が懸念
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コスト縮減のための検討（フロー）

現有施設

施設の維持に
係る検討

概ね10年から20年以内に
廃止（当面は活用）

概ね10年以内に廃止

・長寿命化による更新コスト
の縮減・平準化

・運営コストの縮減

・維持・管理・補修コストの
縮減

・運営コスト縮減のための
取組み

・今後の保全レベルの検討

・維持・管理・補修コスト縮
減のための取組み

廃止時期の
検討

維持し続ける施設
（拠点施設等）

維持しない施設
施設の老朽
化等の観点

将来像
の観点

運営コスト縮減のための取
組み

・維持・管理・補修コスト縮
減のための取組み

18



委員からの意見等

方針案の修正（P1 １．はじめに (１) 本方針の目的）
今までの行政書類には市民に対して耳障りのよい文章が多かったが、
本ページにおいても一般市民にとっては“ああそうか、市役所は頑張っ
てくれよ”という捉え方をされかねない文章になっているのではないか。

従って、公共施設は行政のものではなく市民のものという認識に立ち

、破綻行政とならない為にも、市民全員で痛みとまではいかないが、も

っとインパクトのある文言にした方が良いと思う。

＜原案＞

健全な財政運営を堅持しながら最適な公共施設サービスを提供し、市民満足
度を高めていくことを目的として、

＜修正案＞

例）健全な財政運営を堅持しながら必要最小限の施設の中での公共サービ
スを提供し、市民にも応分の不便さや、利用に当たっての配慮などをしてもら
いながら、出来るだけ満足のいく行政サービスとなっていくことを目的として、
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委員からの意見等

＜原案＞

健全な財政運営を堅持しながら最適な公共施設サービスを提供し、市民満足
度を高めていくことを目的として、

＜市修正案＞

健全な財政運営を堅持しながら、本市の身の丈に合った量と質の公共施設を
適切に管理するとともに、そこで提供する行政サービスを効率化し、市民満足
度を高めていくことを目的として、
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委員からの意見等

本方針等の位置付け（P３ （２））

 本方針が今後既に各所管課で策定されているものの含め、全てマネジメント
計画に準ずるものと宣言することは、大英断であり、高く評価します。が・・経
営に携わる者にありがちなリスクマネジメントとして、「原則として」という文言
の追加は必要ないでしょうか。

 本計画が計画期間４０年という超長期の計画で社会経済情勢等の変化が
予想されますことから、委員ご指摘のとおり「原則として」の文言を追加いた
します。

＜原案＞

各種計画の有無にかかわらず、すべてこの計画に準ずるものとします。

＜修正案＞

各種計画の有無にかかわらず、原則としてすべてこの計画に準ずるものとしま
す。
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委員からの意見等

対象施設（P３ （３））

 対象施設から、道路橋梁及び上下水などのインフラ施設が除かれています
が、これは極めて必要性の高いものだからということでしょうが、先般も大き
なトンネル天井落下事故に見られるように修繕、改修、建て替え等々は必ず
実施しなければならないものです。これらに関する考え方を記載すべきでは
ないでしょうか。

 霧島市公共施設マネジメント計画は、公共施設（建物）を対象として平成２４
年度から取り組みを開始し、現在に至っています。

また、本年４月には、総務省から地方公共団体に対して、建物のみならず、

道路、橋梁、上・下水道などのインフラを含めた「公共施設等総合管理計画」

策定の要請があり、本市においても検討を進めてきました。

今般、９月補正予算においてインフラ部分の計画策定費用等を追加計上し、

本年度取り組むこととしましたので、この中で対応する予定です。
22



委員からの意見等

施設保有の状況（P６ （３） １））

本市の保有する公共施設の総床面積が他の地方公共団体と比べ突出して高
い値である理由が述べられていますが、人口規模にしては1市6町という大規模

な広域合併により、重複する公共施設が大量に発生したということも大きな理
由として挙げるべきではないかと思います。

＜原案＞

これは、平成１７年の市町村合併以前から、各市町が多くの公共施設整備を

行ってきたことに加え、…

＜修正案＞

これは、住民生活の向上を目的に、それぞれ多くの公共施設整備を行ってき
た１市６町が平成１７年に合併したことに伴い施設が重複していることに加え、
…
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委員からの意見等

方針案の修正（P１７ ○将来像を見据えた・・・・推進 ）
限界集落／消滅集落発生が懸念される中、地区の独自性を活かしたまちづく
り、地域産業の活性化、生活利便性の向上が本当に期待されるのか？
高度成長時代の過去の言い回しを列挙しているだけにすぎないのではない
ですか？
それよりも、高齢化の進む時代に町格、地区格、村格なる言葉の基に、どの
ような手法で町を、村を差し障りなく縮小たたんでいくか、あるいは平穏な地
域生活を実現させてゆくかが問題ではないだろうか？
この事こそ町村が致し方なく向かう方向であり、市民感情に敵対しながらも進
むべき道ではないだろうか。
＜原案＞
今後、各地区が独自性（地区の強み）を活かしたまちづくりを行い、地
域産業の活性化、住民の生活利便性の向上を図っていくことが期待され
ます。公共施設の見直しに際しては、
＜修正案＞
例）各地区の独自性を尊重した地域づくりが期待され、公共施設の見直
しに際しては・・・・必要です。
「尊重」の中には発展、成長ではなく自然に縮小してゆく事を含む。 24



委員からの意見等

＜原案＞

今後、各地区が独自性（地区の強み）を活かしたまちづくりを行い、地域
産業の活性化、住民の生活利便性の向上を図っていくことが期待されます。
公共施設の見直しに際しては

＜市修正案＞

今後、各地区の将来を見通し、市と地域や住民が協働して独自性（地区の
強み）を活かしたまちづくりを行い、地域産業の活性化、住民の生活利便
性の向上を図っていく必要があります。公共施設の見直しに際しては、
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委員からの意見等

方針案の修正（P１８ ○ニーズの把握）
アンケート調査など広く市民の意見を聞くと、議員の反対なども生じてスムー

ズな公共施設の選択と集中が行いにくいことも想定される。

閉鎖や統廃合などを行いたい施設に関しては、公共施設の運営ではなく経営
という観点から、戦略的（意図的）に施設の選択と集中（集約）を行っていくべき
と考えます。
＜原案＞

また、必要に応じて市民の意識に関するアンケート調査を実施し、人口動態や
産業、市民の施設の利用状況等について整理分析することにより現在の施設
の実態を検証していくことが重要です。（ 委員からの修正案は無し。）

26

＜TF修正案＞
必要に応じて市民の意識に関するアンケート調査を実施するほか、人口動態や産
業、市民の施設の利用状況等について整理分析し、客観的データを基に現在の
施設の実態を検証していかなければなりません。



委員からの意見等

方針案の修正（P１８ ○ニーズの把握）

＜原案＞

また、その際、市全体のみならず、地区（旧市町レベルを想定）やより詳細な
地域単位での人口動態などにも配慮し、各地区の特徴を整理・把握していきま
す。

＜修正案＞

また、その際、市全体のみならず、地区（旧市町レベルを想定）やより詳細な
地域単位での人口動態などにも配慮し、各地区の特徴、地区と地区のかかわ
り、役割分担等を整理・把握していきます。
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委員からの意見等

施設保有量の見直し・適正化（P１９）
 今後それぞれの公共施設に様々な基準・観点から選別、優先順位等々を
付けなければなりませんが、その基準にリスク（危険性）、ニーズ（必要性・
地域振興）、ウォンツ・サービス（利便性）を入れる必要はないでしょうか。
重要性の観点は様々ですが、生命の危険及び他の地域に行きたくない
（つまり魅力あるまちとしての要素）サービス・利便性という視点も大切では
ないかと感じます。

 霧島市になって8年が経過していますが、将来の公共施設の在り方につい

ては霧島市のグランドデザインと絡めて述べられるべきと考えます。グラン
ドデザインとの関連性及び今後のグランドデザイン策定スケジュールにつ
いてお聞かせ下さい。

 関連しますが、今後、客観的データから公共施設の基準や優先順位が付
けられる訳ですが、一方では霧島市の望ましい将来像として必要とされる
ものもある訳で、それはある意味政策マターであり、客観性を凌駕して順
位付けがなされる場合もあると思います。そのような記載は必要ありませ
んか。
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委員からの意見等

29

＜施設保有量の見直し・適正化＞

 １点目、３点目のご意見を踏まえ、P19に記載いたしております。

（４行目）したがって、… （１６行目）…総合的に検証し統廃合を含めた

検討を行います。

 本市のグランドデザインの最たるものは、「第１次霧島市総合計画」です。

総合計画の計画期間は平成２０年度から平成２９年度までの１０年間です。

なお、次期の総合計画策定については、地方自治法が改正されていること

から、今のところ未定です。

公共施設マネジメント計画の策定については、「第７節新たな行政経営によ

るまちづくり」で掲載しています。

。



委員からの意見等

維持、管理、更新コスト削減に係る目標値…（P２１～）
公共施設の床面積を現状の4割程度に低めれば、現在の財政水準を将来にわ

たって維持できることが見込めると記載してありますが、その根拠をもう少し丁寧
に説明する必要があるのではないでしょうか。また支出に関しては記載されてい
ますが、歳入についての見通しや構成が記載されていないように感じます。これ
も記載する必要があるのではないでしょうか。

30

 計画の策定に当たって、すでに財政シミュレーションを行っていますが、シミュ
レーション自体は、数字の羅列された表となることから、掲載せずP２１～２２に
かけての模式図としたところです。

今後作成する計画書での掲載について検討します。



委員からの意見等

４）市民協働・民間活力を活用する（P２４～）
民間活力の導入については、思い切った記載がなされており、高く評価します。
一方今後は市民の共生協働が不可欠と考えますが、これからの市民の姿勢、在
り方、立ち位置等々新たな課題について記載する必要はありませんか。霧島市
の総合計画で述べられているまちの将来像の中の、人が拓くの「人」とはまさしく
市民を指すものと思います。

31

 ご意見を踏まえ、p２４で掲載しております。

（１行目）公共施設に関わる…(６行目）課題解決を図っていきます。

 なお、基本方針を受けて策定する計画書で具体的記述について検討いたしま
す。



委員からの意見等

行政系施設
 支所機能の範囲を限定し、任務遂行に相応した施設にし、効率的な支所運
営を図ることが大切になってくる。

 行政施設は各々ほぼ地域の中心地にあり、今後も地域コミュニティの中核
施設として、重要な位置づけにある。空きスペースは極力住民のコミュニティ
施設として集いや語らいの場として活用することが望ましい。部分的に機能
を換えて指定管理、プロポーザル提案、貸しスペースなど検討の余地が大
いにある。

 平成２３年３月に策定した、霧島市組織機構再編計画（第２次）において、平
成２８年度当初を目標として、総合支所及び本庁隼人庁舎は、旧自治体の
地域割りで、市民生活に直結した窓口業務を中心に行う地方自治法上でい
う「出張所」へ移行することとしています。

 地域の将来像の検討を進めている中で、現在の総合支所等は地区の拠点
と位置付けたいと考えています。また、併せて、空きスペースへの機能移転
など有効な活用策を実施段階で検討します。
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委員からの意見等

市民文化系施設
 人口と保有量の適正化及び設置、存続の必要性を明確に示して、市民の理
解を求めていくべきである。

 設置目的の明示化（市民対象・観光用交流人口対象）

 行政施設に比べると、稼働率の低い地区公民館の存続は厳しいものがある
。庁舎の空きスペースで機能を代替できるのであれば、稼働率確保の施策
及び常時施設管理が可能な体制を構築できない場合は、解体もやむを得な
いのではないか。

 霧島市公共施設マネジメント計画では、市内に一か所でよい施設、各地区に
必要な施設、生活圏域で必要な施設などの適正配置の観点や施設の有す
る機能の観点から整理する（他施設等の空きスペースへの機能移転等を含
む）とともに、地区の実情等を踏まえ解体を含め方向性を示していきます。
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委員からの意見等

学校教育系施設
 学校施設を活用して、地区公民館機能を分担していく。

 学校規模の大小と教育水準の相関は困難性がある（優秀な子は「島育ち」
の言葉もあります。

 学校については、別枠で検討した方がいいのではないかと考えました。
 学校あるいは校区のもつコミュニティ力は今後の地域活性化には不可欠で
あるので極力廃校は避けたいところだが、今後若年人口の増加は望めな
いのが現状。行政、教育委員会の判断を仰ぎながら、基準に従って存続、
分校、廃校にえり分ける必要がある。

 施設についても、保留、活用（行政、指定管理者、ＮＰＯ法人等々）、解体の
議論が必要

 他の行政サービスと同列に考えるのではなく、子供たちの教育水準の維持・
向上を前提に教育委員会に意見を伺いながら進めていくこととしていますが
、公立学校も市の公共施設であることから、霧島市公共施設マネジメント計
画の計画期間（40年間）を見据えて方向性を示したいと考えています。

 空き教室等を利用した機能移転や不用な建物の解体も併せて検討します。 34



委員からの意見等

スポーツ・レクリエーション系施設
 施設の利用状況については、総合的な運動公園と個別の施設（弓道場・相撲

場など）と一括しての提示では理解が困難である（複合施設と機能施設の区別）

 体育館等旧市町でバラツキがあるので、統一していくべきではないかと考
えました。

 合併前は県大会を開催できる施設を各市町村が有することが基本的な
位置づけであったろうが今後は合併、少子高齢化、財政困窮の現状に合
わせた施設の在り方が問われている。

 例えば、霧島市に県大会開催規模の施設は一つ、県大会出場のための
トレーニング及び市大会ができる公認仕様の施設が一つ（上記二つには
観客席の必要がある。）、あとは地域の学童や住民のための施設あるい
は、常時管理する体制が地域に整っているものを優先的に残し、他は緊
急時の避難施設など他の利用を検討すべきではないか。

 利用実態を明確に示し、存続又は、統廃合の対象を市民自ら考えていけ
る資料の提示をしていく。

 設置及び存続の目的、必要性について市民の理解を図る努力をしていき
たいものである。
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委員からの意見等

 霧島市公共施設マネジメント計画では、用途別の課題抽出や整理を行う予
定です。スポーツレクリエーション施設については、個々の整備水準の違い
や利用状況の差が大きいことなどを考慮して検討していきます。

 計画策定に当たっては、この策定検討委員会のほか、市民の意見を聞く機
会（パブリックコメントなど）を設け計画に反映させます。また、市民の理解促
進に向け説明会等を今後検討してまいります。
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委員からの意見等

公営住宅
 公営住宅の必要性が希薄な地区（空室の多い地区）にあっては、改修・
建て替えを控え、廃止の方向で考えていく。

 公営住宅の入居基準を明確に市民に示し、透明性、必要性を理解して対
応していくべきである。

 入居者の生活実態を把握し、市営住宅の入居の根拠・必要性を常に裏
付ける資料を準備しておく。

 公営住宅の在り方を検討し、時代変遷に伴った見直しをしていく。

 永年居住者へ払い下げ、財政的な負担を軽減していくべきである（居住
者の修繕・改修・改築等の負担）

 民間事業者のノウハウ導入＝民間活力の活用

 入居時の契約書（期限明記） 形式的な更新→実質的な更新

 公営住宅については、基本方針p19（施設保有量の見直し・適正化）の5
年、5～10年、10年～20年等に分類して、早期の対応が必要であると感じ
ました。

 入居率の少ない住宅については、積極的に売却していくべき。
37



委員からの意見等

 住宅の供給は行政のみならず民間事業者においても実施されています。

このようなことから、立地条件や空室状況などのほか、老朽化などを基準に

地区ごとに市が関与して供給するべき量（保有量）の適正化を目指します。

 空室率が低い住宅であっても、立地条件や人口推計などから、将来的にも
公共関与の必要性が薄いと判断される場合は、売却や賃借（リースバック）及
び民間施設を活用した家賃補助制度の導入など総合的に判断します。

 将来に向けて公共関与の必要性が高いと判断される場合は、統廃合を含
めた建て替え（バリアフリー化）等、保有量の適正化と維持管理コストの低
減に努めます。

38

 霧島、福山、牧園、横川の空室率が高い。老朽化しているもの、空室率の高
いものから解体、あるいはまとめることにより空室率を下げる努力をすべきで
はないか。

 建て替え、保留、解体の基準を設けるべき

 今後高齢者が急増してくるので、高齢者向きの仕様に徐々に換えていくべき
と思う。



委員からの意見等

市民意識調査
 博物館、産業施設の満足度が低いが、当該施設を霧島市で建設・運営することは無
理。

 市民は料金の見直しとともに施設の統廃合や運営見直しによって総体経費を落とす
ことを求めている。

 プールの利用料金は高いと思っている。指定管理者は評価されている。

39

 本市の都市の規模では、本格的な博物館等の運営は難しいと考えます。

 現行の利用料は、建設費などを基に算出していますが、維持・修繕・建て替
え・管理費用などの総体経費の状況によっては、見直し必要であると考えて
います。

 民間のノウハウを生かす仕組みである指定管理者制度等を今後とも活用し
て、官民協働で市民満足度の向上をめざします。



委員からの意見等

総合的な意見
 全体的に「コスト」という言葉が使われておりますが、施設運営の見直しに記載されて
おります、「管理運営に係るコストを見える化し」という言葉には施設利用料など、徴
収する金額の意味合いも含まれておりますでしょうか？

 経営的な発想ですと、コストがたくさんかかったとしても入ってくる金額が多ければ問
題ないわけですし、逆にコストがかかっていなくても入ってくる金額が少なかったら維
持する必要が無いかもしれません。当然無料の施設などもございますし、金額だけで
維持する、しないを判断するわけではないですが、対外的な判断材料としては収支の
バランス等は数値として参考になるものですので、確認させていただきたかったです。
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 現在、指定管理者制度を採用し、利用料制度（施設の利用料が管理事業者
の収入となり、管理費用に充当される）の施設であっても、利用料収入だけで
運営できている施設はありません。（市の予算から委託料を支出します。）



委員からの意見等

総合的な意見
 施設の数が多いですが、全て洗い出し、どうしていくかを整理すべきではないかと思い
ました。
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総合的な意見
 最終的に管理・指導は市が行うべきで、市の体制を先ず整えることが不可欠ではない
かと思います。

 計画の対象施設は、ｐ３（３）のとおりです。

また、計画の中では、用途別、地区別に整理していきます。

 今後、検討を進めます。

総合的な意見
 合併して8年経つ。もう少し早く取り組むべきだったと感じるので、あまり時間をかけず推
進してほしい。


